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４ 連絡会議議題 

 

◎ 第71回全国労働委員会連絡協議会総会（28.11.17・18 東京都） 

(1) 労働委員会の活性化について             （中労委公労使） 

(2) 第一審裁判所における「文書提出命令」の認容決定後（抗告審係属中）に、

同一文書について「物件提出命令」の申立てがなされた場合の審査の在り方に

ついて                      （埼玉県労委公労使） 

(3) 組合から申立てが繰り返されるなど、労使関係が著しく悪化している状況で

の２号事件の解決手法について           （北海道労委公労使） 

 

◎ 第104回四国労働委員会協議会総会（28.6.17 高知市） 

(1) 集団あっせんにおいて会社側の対応が不誠実な場合のあっせんのあり方につ

いて                          （徳島県労委） 

(2) 不当労働行為事件の調査における当事者からの事情聴取方法について 

                             （香川県労委） 

(3) ポストノーティスと文書交付について          （愛媛県労委） 

 

◎ 第34回四国地区労働委員会公益委員連絡協議会（28.9.13 松山市） 

(1) 不当労働行為事件の審査手続について          （徳島県労委） 

(2) 一方的な労働協約解約を不当労働行為であると救済申立てがあった事件にお

ける和解に向けた取り組みについて            （香川県労委） 

(3) 個別あっせんにおいて、申請者の要求内容に無理があると思われる申請がさ

れた事例への対応について                （高知県労委） 

 

◎ 平成28年度全国労働委員会会長連絡会議（28.6.3 金沢市） 

(1) 集団的労使紛争事件のうち合同労組が当事者となる労使紛争事件の解決に向

けた取組－調整手続・審査手続において－           （中労委） 

 

◎ 第58回中国・四国地区労働委員会会長連絡会議（28.7.5 松山市） 

(1) 公務員給与に準拠した給与制度改正を実施したことに伴う集団的労使紛争に

ついて                         （島根県労委） 

(2) 謝罪を求める個別労働関係紛争のあっせんについて    （広島県労委） 

 

◎ 四国ブロック労働委員会会長連絡会議（28.5.13 高知市） 

(1) 申請人がメンタルの病を抱える個別あっせん事件について （徳島県労委） 

(2) 混合組合の救済利益について              （香川県労委） 

(3) 個別労働紛争処理制度の周知及びあっせんに繋げる取組について 

                             （愛媛県労委） 
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◎ 平成28年度全国労働委員会事務局長連絡会議（28.6.2 金沢市） 

(1) 審査概況等について 

(2) 調整事件等の概況について 

(3) 平成28年度公労使委員個別紛争専門研修について 

(4) 平成28年度公労使委員合同研修等について 

(5) 第71回全労委総会について 

(6) 次回の全労委会長・事務局長連絡会議の開催地等について 

(7) 議題懇談「事務局長連絡会議の持ち方について」（以上、中労委） 

 

◎ 四国地区労働委員会事務局長連絡会議（28.5.13 高知市） 

(1) ① 労働委員会のＰＲ活動について 

  ② 労働相談票について 

  ③ あっせんにおいて収集、作成した資料の取扱いについて (徳島県労委） 

(2) 四国四県労働相談コーナーについて           （香川県労委） 

(3) 審査事件に関するスキルアップ（先進地視察等）について （愛媛県労委） 

 

◎ 平成28年度全国労働委員会事務局審査主管課長会議（28.11.24 東京都） 

(1) 業務概況説明                       （中労委） 

(2) 事件処理の標準的なスケジュール及び迅速・的確な処理のための工夫等につ

いて 

(3) 当事者の事情により審査の進行が困難な場合の対応について 

 

◎ 平成28年度全国労働委員会事務局調整主管課長会議（28.11.25 東京都） 

(1) 調整業務の運営について                  （中労委） 

(2) 都道府県労働委員会からの事例報告 

① 労働争議調整事件における事例 

② 個別労働紛争事件における事例 

(3) 都道府県労働委員会からの業務報告 

 

◎ 平成28年度四国ブロック労働委員会事務局審査・調整主管課長会議 

                           （28.7.27 高松市） 

(1) 団体交渉の開催をあっせん事項とする集団あっせんの申請があった場合にお

いて、使用者側から、あっせん事項の追加の意向が示されたときの対応につい

て                           （愛媛県労委） 

(2) ① 不当労働行為救済申立事件の審査における事実関係、当事者の主張等の

整理方法、審問の開始時期について 

  ② 中央労働委員会受付分の争議行為の予告通知に関する実情調査の現状に

ついて                       （高知県労委） 

(3) 両当事者ともに、代理人弁護士を選任しない場合の、不当労働行為救済申立

書、答弁書作成に係る事務局の教示について        （徳島県労委） 


